
タ
ム
ーー
タ
ロ

長
六
年
本
段
以
下
の
諸
堂
宇
及
び
別
町
長
繁
寺
を
再

開

M
L
、
車
高
丙
十
二
位
五
斗
八
升
入
A
H
を
山
川
進
L
、

市
中
あ
る
毎
に
白
山
比
昨
抑
制
と
共
に
析
揺
を
命
ぜ
ら

れ
た
。
天
保
七
年
十
一
且
四
日
門
前
の
民
肢
か
ら
出

火
し
て
、
長
拙
市
寺
以
外
比
日
焼
亡
し
、
耐
慨
を
似
般
に

諮
伍
せ
し
め
、
明
治
川
昭
・榊
仰
出
前
禁
止
の
後
、
本

地
供
利
伽
縦
不
動
明
王
を
ほ
惜
し
て
お
議
問
制
と
川
町

L
、
加
山
河
川
投
祭
寺
を
前
田
飾判中
旬
せ
し
め
て
剥
慨
を
業

譲
鳴
枇
と
改
め
、
五
年
七
月
一見
に
手
向
耐
と
郁

L
、

七
年
六
且
手
向
耐
枇
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
o
J
チ
ョ

ウ
ラ
タ
ジ
長
祭
寺
(
河
北
〉
。

タ
ム
ラ
イ
チ
田
村
郡
河
北
川
依
等
の
人
、
幼

に
し
て
明
を
失
ひ
、
金抑仰
に
来
。
、
円
守
札
官
以
て
士
慌

の
聞
に
遊
び
、
川
λ

利
駄
を
好
ん
で
随
翁
と
脱
し
た
。

弘
化
二
年
六
月
ご
十
日
間
十
一
肢
を
以
て
別
配

L
、
門

人
仰
を
野
川
山
に
制
て
た
。

h
F
ム
ラ
ゴ
ン
ザ
エ
モ
ン
田
村
徳
左
右
衛
門

市

九
谷
最
初
期
の
陶
工
で
あ
る
。
古
九
谷
伎
の
附
祭
の

あ
っ
た
江
沼
市
九
行
村
の
鎮
守
九
谷
剥
に
は
、
背
ム
酬

を
以
て
『
市
川
山
川
入
師
大
同
日
間
腕
、
明
Mm
元
年
六
月
引
六

日
川
村
椛
左
右
衛
門
』
と
詐
い
た
花
航
が
滋
納
せ
ら

れ
て
ゐ
た
。
大
半
寺
抗
性
院
の
沿
去
般
に
、『
天
和
三

年
三
厄
五
日
記
翁
宗
利
目
士
、
川
村
掛
川
十
郎
父
』
と

あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
前
記
川
村
総
左
右
衛
門
で
な
い

か
と
『
聞
は
れ
て
ゐ
る
。

h
F
メ

シ

モ

ノ

試

物

日

比
旧
凶
年
三
月
什
九
日
の

令
に
、
途
中
に
行
た
ふ
れ
川
市
候
者
、
又
は
川
流
死
候

も
の
有
之
刻
、
狼
た
め

L
物
に
仕
般
的
山
田
御
停
止
一
古

々
。
』
と
あ
る
。

h
F
メ
ヒ
ロ
ヅ
カ
ノ
サ
イ
キ
震
度
塚
の
細
記
マ

ヒ
ロ
グ
カ
サ
イ
キ
院
即
時
制
記
。

h
F
モ
ジ
ヨ
ウ
多
夜
城
胤
品
川
武
却
に
在
っ
た

と
い
ひ
、
今
集
測
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
武
部
判
官

師
沼
の
町
で
あ
る
と
州
国
へ
る
。

h
F
モ
ト
グ
サ
多
母
登
草
七
加
。
同
比
勝
生
一
唱
。

践
に
一
冗
肱
十
四
半
巳
年
九
且
叶
六
日
J

ハ
十
六
段
勝
生

と
あ
る
。
訳
者
が
六
十
訴
を
池
ぎ
て
捗
獄
し
た
紙
記

中
、
多
く
前
旧
家
に
闘
す
る
こ
と
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
。

田
屋

河

北

郡
伊
立
川
町
郷
に
臨
す
る
邸前問
。

hm
ユ
ウ
ノ
モ
リ
大
夫
ノ
森
臥
主
栂
前
披
の
出

附
な
る
丸
山
を
律
相
川
民
向
と
よ
び
、
そ
こ
に
生
茂
っ

た
森
を
大
夫

J

森
と
い
ふ
。
音
被
祭
大
夫
諸
橋
氏
の

原
則
が
こ
の
傍
に
在
っ
た
か
ら
の
名
で
あ
る
と
係
ヘ

ヲ

9
0 タ

ヤ
タ
ラ
ジ
マ

鱈
烏

古
川
の
仲
に
在
る
向
。

ダ
ラ
エ
陀
続
出

刀
鍛
治
の
的
手
。
勝
家

・
家

京
・勝
川
の
系
中
に
陀
縦
尼
同
什
哉
と
銘
じ
た
も
の
が

見
ら
れ
る

o
X松
戸
氏
を
も
抑
制
す
る
。

ダ
ラ
ニ
カ
ヂ
マ
チ

陀

経
尼
鍛
冶
町

金
持
活
一
一
附

寺
の
寺
犯
に
、
院
長
十
二
年
陀
縦
尼
鍛
冶
川
に
聞
出
立

し
た
こ
と
が
見
え
る
。
陀
線
尼
鍛
治
問
の
名
は
こ
の

外
に
所
見
が
な
い
が
、
後
に
山川
町
刷
寺
上
地
問
と
い
う

た
災
町
の
い
同
地
で
、
陀
山
緋
尼
鍛
冶
の
居
住
し
て
ゐ
た

加
と
見
え
る
。

ダ
ラ
ニ
ロ
ク
ゾ
ウ
陀
符
尼
六
燕

万

工

℃
、
元

利
四
年
品
川
六
蹴
の
問
、
金
神
山
肌剛問
削
上
屋
附
右
衛

門
市
立
た
ね
品
目
五
段
と
山
間
辿

L
、
そ
の
夫
を
殺
模
し
た

部
に
よ
。
、
雨
入
共
に
泉
野
に
て
笠
間
、
に
硲
せ
ら
れ

た。

山
出
品
川
能
符
ぬ
な
る
久
木
部

1'1 に長
政 主 1t に ~
元 ラ へ 11:ラ
年 ヲ るへ ヲ
幼 モ 。て サ
に リ ニ ナ
L シ 百 イ
て ヅ 石
父 ~ を 多
左 三b 領量産
内経 L尾
の鳥 た 左
牒 守 。 内
三静子
の m 孫初
- 22 制め
を 31 鱗 て
00竺い siJ

ぞ暗 設見
六
年
木
知
二
一白
石
に
復
し
、
九
年
前
問
問
H

腐
の
御
側

小
将
か
ら
去
小
柑
刊
を
縦
、
文
化
二
年
話
訟
を
命
ぜ
ら

れ
、文
政
元
年
版
故
改
作
奉
行
・
御
勝
手
方
よ
り
次
第

に
昇
進
し
、
御
服
廻
聞
に
主
h
d
、
天
保
六
年
百
石
を

府

L
、
九
年
六
且
九
日
間
担
し
た
。

h
F
ラ
ヲ
ロ
ク
ベ
エ
多
続
尾
六
兵
衛
交
は
竹
内

大
除
。
六
兵
術
前
回
利
治
に
仕
へ
て
四
一白
石
を
受

け
、
目
の
氏
を
日
L
、
延
質
五
年
夜
。
子
孫
四
代
入

平
次
に
奈
っ
て
断
絶
し
た
。

h
F
ル
ヒ
メ
ジ
ン
ジ
ヤ
畢
一比
時
紳
社
式
外
の
凶

史
見
在
刷
で
あ
る
が
、
所
在
は
静
か
で
な
い
。
三
代

段
録
に
陽
成
夫
長
元
医
三
年
六
周
什
一
-
一
日
、
加
到
凶

正
六
位
上
経
均
時
制
に
従
五
似
下
を
授
け
る
と
あ

る
。
今
能
安
部
大
杉
に
足
比
時
紳
討
が
あ
る
。
そ
れ

か
も
知
れ
ぬ
。

h
F
ル
ヒ
メ
ジ
ン
ジ
ヤ

足
比
賓
神
社

能

楽
制
大

移
谷
に
銀
座
す
る
。
制
限
の
出
仰
に
あ
る
大
緋
は
、

胸一
一品
川
同
六
米
三
、
桜
と
幹
と
の
底
で
は
七
米
、
樹

高
二
三
米
詐
り
、
樹
幹
は
一一前
平
で
雨
幹
の
由
市
む
し
た

如
〈
で
あ
り
、
や
が
て
閥
幹
に
分
岐
し
て
ゐ
る
。

ダ
ル

マ
イ
ハ

達
磨
岩

臥
軍
部
赤
附
の
北
間
抑
制
ヶ

附
に
在
る
。
お
さ
一
五

O
米
内
外
、
同
附
二
三
米
地
川。

悦
俗
に
赤
附
の
縦
現
絞
と
務
す
る
。
能
背
名
跡
志
に、

『
磁
控
に
淫
脳
石
と
て
さ
な
が
ら
な
る

大
石
沼
り
。

浅
呑
氏
辺
り
て
狂
歌
、
佐
古
よ
り
立
す
〈
み
た
る
建

限
石
九
年
間
賠
一
も
の也
、
か
ず
か
は
。
』
と
犯
す
る
。

ダ

ル

マ

ジ

達

磨

寺

石

川
郡
宮
腰
に
あ
っ
た
。

組
賂
犯
に
、
石
川
郡
宮
腹
遜
縫
町
は
、
述
隊
等
の
あ

っ
た
所
で
あ
る
と
あ
る
。

-Z
ル
ξ

同制見

臥
京
都
七
浦
庄
に
図
す
る
部
町
問
。

能
菅
名
跡
志
に
、

『
柿
見
村
と
て
山
中
に
在
る
村
な

り
。
皆
且
よ
り
三
十
川
係
な
り
。
音
は
礎
訟
に
在
り

L
に
、
北
(
頃
は
が
せ
作
の
大
防
、神
に
雄
氏
に
あ
ひ
、

五
二
八

此
磁
に
読
む
し
を
、此
村
の
者
共
情
な
き
者
共
に
て
、

叫
問
中
の
者
北
ハ
山
間
り
あ
り
し
を
不
残
打
殺

L
、
荷
物
を

奪
ひ
取
り

L
報
に
て
、
大
政
打
て
一
一
材
、
伐
ら
ず
家
賠

を
ね
崩
せ
り
。
共
後
も
度
々
な
る
放
此
山
中
へ
家
間

せ
し
に
、
門
主
立
川
畑
ふ
と
地
出
刷
れ
て
、
家
一
日
付
も
な
く

な
る
こ
と
鍬
百
年
の
間
同
じ
。
近
年
も
明
利
年
中
.

一
村
地
の
採
さ
三
丈
的
研
入
り
、
家
同
制
ら
ず
刷
れ

た
り
。
』
と
あ
る
。

h
F
ル
Z

垂
水
珠
洲
樹
氏
加
の
内
の
小
字
。

主
ル
ミ
J
h
F
キ
垂
水
の
潜

珠
洲
郡
長
浦
小
芋

眠
中
水
の
海
岸
に
在
っ
て
、
そ
の
水
底
に
保
に
wm
下
す

る
。
高
さ
三
五
米
、
昭
二
米
o

h
F

ル
ミ
ダ
キ

樽
見
灘
湖
町
仰
貨
建
山
の一
山
鎚

野
削
か
ら
設
す
る
渓
流
に
怒
り
、
下
統
子
加
川
の
仰

と
な
る
。
一
に
訴
水
澗
に
作
。
、
父
陰
陽
制
と
も
い

」
。
=
一
州
帝
談
に
、
『
此
澗
且
侍
に
、
下
十
五
日
・
上

十
五
日
と
古
川
る
加
を
料
る
な

o。
幾
度
試
み
て
も
料

る
こ
と
制
迩
な
し
。
尤
も
下
る
水
路
は
あ
り
と
い
ふ

と
も
、
風
仁
よ
る
か
木
の
抑
制
の
陥
ろ
に
よ
る
か
、
出相

〈
は
抄
時
に
よ
る
か
、
或
は
聞
に
w
m
ち
東
に
治
る
な

り
。
不
思
議
目
の
あ
た
り
に
て
、
北
(
訓
引
を
分
つ

べ
き

方
な

L
o』
と
あ
る
。

タ
ロ
サ
ヲ
マ
サ
ム
ネ
太
郎
作
正
宗

前
川
奈
川
問
、

正
宗
作
の
名
刀
で
階
上
二
尺
一

寸
二
分
。
も
と
水
野

和
泉
守
山
山
窓
の
一
族
太
郎
作
的
久
の
有
し
た
も
の
。

太
郎
作
は
之
を
以
て
敵
の
自
の
上
か
ら
ね
下
し
た

所
、
そ
の
悩
ま
で
切
っ
た
と
い
ひ
、
今
切
先
か
ら
八

司
五
分
の
既
に
小
さ
な
五
こ
ぼ
れ
が
あ
る
。
叉
切
先

か
ら
況
寸
二
分
の
師
聞
の
申
に
四
角
な
小
さ
い
穴
の
あ

る
の
は
敵
の
矢
の
笛
っ
た
跡
で
あ
る
。
之
が
前
川
氏

に
町
田
は
っ
た
問
来
は
、
秀
忠
の
笠
女
が
光
高
に
仲
間
し

た
時
的
引
出
物
の
一
と
し
て
附
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
。


